
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ささエールポイント (瑞浪市高齢者安心支えあいポイント)制度は、

市の指定講座を受けた「ささエール会員」（以下「会員」とします。）

が、ご自宅で生活する支援が必要な高齢者のお手伝いをします。 
 

◎ 会員がお手伝いするまでの流れ 

①６５歳以上の高齢者の方が、下記の会員による指定された活動（※）を

希望される場合、瑞浪市高齢福祉課へ登録をしてください。 

②登録後、支援を受けたい時に社会福祉協議会へご連絡してください。 

③会員が、ご自宅に伺い指定された活動（※）を行います。 

ただし、会員の都合や支援を受けたい内容等により希望に添えない 

場合があります。 

④会員の「ささエール活動手帳」に、署名または押印をしてください。 

※ 会員による指定された活動 

 ●軽度の家事援助 

（ゴミ出し、電球の交換、家具の移動、布団干し 等） 

 ●散歩等の軽度な運動の付添い 

 ●お話し相手 

お問合せ  瑞浪市高齢福祉課 高齢者政策係  

電話 ６８－２１１７ FAX 66-1278 

個人用 


